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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後方向と前記前後方向に直交する幅方向とを有する股部被覆域と、前記股部被覆域の
前方部分につながる前胴周り被覆域と、前記股部被覆域の後方部分につながる後胴周り被
覆域とを有し、前記股部被覆域には、体液吸収性材料からなるブロックの表面の少なくと
も一部分が透液性シートで被覆されている体液吸収部が形成されていて前記体液吸収部が
前記前胴周り被覆域と前記後胴周り被覆域とに向かって延びており、前記股部被覆域と前
記前胴周り被覆域と前記後胴周り被覆域とのいずれかに、前記幅方向へ延びていて、前記
透液性シート上における体液の前記前後方向への流れを阻止可能な障壁が形成されている
使い捨ておむつにおいて、
　前記障壁が互いに直交して延びる幅と長さとを有する複数の不織布製短冊片の房状を呈
する集合体であって、複数の前記短冊片は前記幅を前記幅方向に一致させて横並びとなる
とともに前記前後方向において互いに重なり合っていて、前記長さ方向の一端部が前記前
記透液性シートに固定され、前記一端部の反対端部が変形自由な状態にあることを特徴と
する前記おむつ。
【請求項２】
　前記短冊片は、前記一端部が前記前後方向における前記おむつの寸法を二等分して前記
幅方向へ延びる中心線よりも前記前胴周り被覆域寄りにおいて前記透液性シートに固定さ
れている請求項１記載のおむつ。
【請求項３】
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　前記障壁は、前記短冊片の前記一端部から前記反対端部へ向かう前記長さ方向が前記股
部被覆域から前記後胴周り被覆域へ向かう方向にほぼ一致している第１障壁と、前記第１
障壁よりも前方にあって前記一端部から前記反対端部へ向かう前記長さ方向が前記股部被
覆域から前記前胴周り被覆域へ向かう方向にほぼ一致している第２障壁とのうちの少なく
とも一方である請求項１または２記載のおむつ。
【請求項４】
　前記不織布が捲縮繊維を含むものである請求項１～３のいずれかに記載のおむつ。
【請求項５】
　前記短冊片には、その長さ方向に起伏の繰り返しを有するひだが形成されている請求項
１～４のいずれかに記載のおむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、使い捨ておむつに関し、より詳しくは体液の体液吸収部上における前後方
向への流れを阻止可能な障壁を有する前記おむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、股部被覆域と、股部被覆域の前方部分につながる前胴周り被覆域と、股部被覆域
の後方部分につながる後胴周り被覆域とを有し、股部被覆域には前後胴周り被覆域へ向か
って延びる体液吸収部が形成されている使い捨ておむつは周知である。また、その股部被
覆域において体液吸収部を横断し、体液吸収部の上における体液の前後方向への流れを止
めることが可能な障壁が設けられている使い捨ておむつは公知である。
【０００３】
　例えば、特開平８－３２２８７８号公報（特許文献１）に開示されたおむつは、おむつ
の両側部に前後方向へ弾性的に伸長可能に形成された一対の防漏カフと、おむつの股下域
において一対のこれら防漏カフ間に形成されておむつの幅方向へ延びるフラップとを有す
る。フラップは、不織布またはプラスチックフィルムをＺ字形または逆Ｚ字形に折曲する
ことにより形成されており、Ｚ字形を成すフラップの底部はおむつの表面シートに接合し
、そのフラップの頂部にはおむつの幅方向へ延びる弾性部材が伸長状態で取り付けられて
いる。その頂部はまた、おむつの幅方向両端部が防漏カフの内面に接合している。おむつ
は、着用されるときに前後方向へ湾曲すると、防漏カフがおむつの前後方向において弾性
的に収縮して、表面シートの上に向かって起立すると同時に、両端部がその防漏カフに接
合しているフラップも表面シートの上方に向かって起立する。かようなフラップは、軟便
が前胴周り域へ向かって流れることを阻止するとともに、尿が後胴周り域へ向かって流れ
ることを阻止する障壁として作用する。弾性部材が伸長状態で取り付けられている頂部は
、おむつ着用者の肌に弾性的に密着可能である。
【０００４】
　特開平１０－１９２３３８号公報（特許文献２）に記載の使い捨て着用吸収性物品は、
前後腰回域の少なくとも後腰回域の肌当接面に該域の回り方向へ延在する、排泄物の流出
に対する障壁手段を有する。その障壁手段は、着用物品のトップシートの表面から少なく
とも２ｍｍの高さで隆起して後腰回域の回り方向へ延在し、トップシートおよび吸液性コ
アの圧縮弾性回復率よりも高い圧縮弾性回復率を有するパッド部材から構成されている。
【特許文献１】特開平８－３２２８７８号公報
【特許文献２】特開平１０－１９２３３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載のフラップも、特許文献２に記載の障壁手段も、尿や軟便等の排泄物
がおむつ等の着用物品における表面シートの上を前後方向へ流れてその物品の着用者の肌
を汚したり、その物品から漏れたりすることを防止できるものではある。しかし、特許文



(3) JP 4511250 B2 2010.7.28

10

20

30

40

50

献１に記載のフラップであれば、おむつ幅方向へ延びる弾性部材が取り付けられた頂部は
、そのフラップに向かって隆起した状態にある肌に対して密着することは容易であるが、
くぼんだ状態にある肌に対しては密着することが難しく、その頂部と肌との間に空隙が生
じて、排泄物がその空隙においてフラップを越えて流れるということがある。つまり、こ
のフラップには、肌の隆起した部分とくぼんだ部分とに等しく密着することが難しいとい
う問題がある。また、特許文献２に記載の障壁手段は腰回方向へ延在する弾性パッド部材
からなるものであるから、この部材にも隆起した状態にある肌に対しては密着が容易であ
っても、くぼんだ状態にある肌に対しては密着が難しいという問題がある。
【０００６】
　この発明が課題とするのは、排泄物の前後方向への流れを止めることが可能な障壁を有
する使い捨てのおむつにおいて、その障壁が隆起した状態にある肌にも、くぼんだ状態に
ある肌にも密着し得るように改良を施すことである。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００７】
　前記課題を解決するために、この発明が対象とするのは、前後方向と前記前後方向に直
交する幅方向とを有する股部被覆域と、前記股部被覆域の前方部分につながる前胴周り被
覆域と、前記股部被覆域の後方部分につながる後胴周り被覆域とを有し、前記股部被覆域
には、体液吸収性材料からなるブロックの表面の少なくとも一部分が透液性シートで被覆
されている体液吸収部が形成されていて前記体液吸収部が前記前胴周り被覆域と前記後胴
周り被覆域とに向かって延びており、前記股部被覆域と前記前胴周り被覆域と前記後胴周
り被覆域とのいずれかに、前記幅方向へ延びていて前記透液性シート上における体液の前
記前後方向への流れを阻止可能な障壁が形成されている使い捨ておむつである。
【０００８】
　かかる使い捨ておむつにおいて、この発明が特徴とするところは、次のとおりである。
前記障壁は、互いに直交して延びる幅と長さとを有する複数の不織布製短冊片の房状を呈
する集合体であって、複数の前記短冊片は、前記幅を前記幅方向に一致させて横並びとな
るとともに前記前後方向において互いに重なり合っていて、前記長さ方向の一端部が前記
前記透液性シートに固定され、前記一端部の反対端部が変形自由な状態にある。
【０００９】
　請求項１に係るこの発明のおむつでは、体液吸収部を横断するように形成される障壁が
不織布製短冊片の集合体であって、このおむつを着用したときに、横並びになって隣り合
う短冊片は互いの変形を拘束することがないから、肌の隆起した部分にもくぼんだ部分に
もよく密着して、肌と障壁との間に大きな隙間を作ることがない。かような障壁を有する
おむつでは、軟便や尿の前後方向への流れを確実に止めることができる。
【００１０】
　請求項２に係るこの発明の実施態様において、前記短冊片は、前記一端部が前記前後方
向における前記おむつの寸法を二等分して前記幅方向へ延びる中心線よりも前記前胴周り
被覆域寄りにおいて前記透液性シートに固定されている。
【００１１】
　この態様のおむつでは、股部被覆域における障壁が前胴周り被覆域寄りに形成されるか
ら、おむつ着用者の肛門から障壁までのスペースが大きく、そのスペースに多くの軟便を
収容することができる。
【００１２】
　請求項３に係るこの発明の実施態様において、前記障壁は、前記短冊片の前記一端部か
ら前記反対端部へ向かう前記長さ方向が前記股部被覆域から前記後胴周り被覆域へ向かう
方向にほぼ一致している第１障壁と、前記第１障壁よりも前方にあって前記一端部から前
記反対端部へ向かう前記長さ方向が前記股部被覆域から前記前胴周り被覆域へ向かう方向
にほぼ一致している第２障壁とのうちの少なくとも一方である。
【００１３】
　この態様のおむつでは、それが第１障壁を有するものであれば短冊片と透液性シートと
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の間に軟便を収容して、軟便が肌に触れることを防ぐことができる。また、おむつが第２
障壁を有するものであれば、尿で濡れた表面シートを第２障壁で覆うことによって、その
濡れた表面によっておむつ着用者に湿潤感を与えることがない。
【００１４】
　請求項４に係るこの発明の実施態様では、前記不織布が捲縮繊維を含むものである。
【００１５】
　この態様のおむつでは、短冊片に使用する不織布が捲縮繊維を含むことによって、短冊
片は弾性的に変形することが容易になる。
【００１６】
　請求項５に係るこの発明の実施態様において、前記短冊片には、その長さ方向に起伏の
繰り返しを有するひだが形成されている。
【００１７】
　この態様のおむつにおいても、短冊片は、ひだを有することによって、弾性的に変形す
ることが容易になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　添付の図面を参照し、この発明に係る使い捨ておむつの詳細を説明すると、以下のとお
りである。
【００１９】
　図１に部分破断平面図で示された使い捨ておむつ１は、透液性表面シート２と、不透液
性裏面シート３と、これら両シート２，３間に介在する体液吸収性芯材４とを有するもの
で、その幅方向と前後方向とが互いに直交する双頭矢印ＸとＹとで示されている。おむつ
１はまた、前後方向Ｙに股部被覆域６と、股部被覆域６の前方部分につながる前胴周り被
覆域７と、股部被覆域７の後方部分につながる後胴周り被覆域８とを有し、その平面形状
が砂時計型を呈し、幅方向Ｘへ延びる一対の端縁１１と、前後方向Ｙへ延びる一対の側縁
１２とを有する。側縁１２は、股部被覆域６においておむつ１の幅を二等分する中心線Ｃ
－Ｃに向かって凸となるように湾曲している。芯材４は、股部被覆域６から前胴周り被覆
域７と後胴周り被覆域８とに向かって延びており、この芯材４をサンドイッチするように
被覆している表面シート２と裏面シート３とは、芯材４の周縁から延出して重なり合い、
接着または溶着によりその重なり合う部分が互いに接合している。前後胴周り被覆域７，
８それぞれでは、端縁１１に沿って幅方向Ｘへ延びる複数条の胴周り弾性部材１３が表面
シート２と裏面シート３との間にあって、これらシート２，３の少なくとも一方に伸長状
態で接合している。股部被覆域６では、湾曲した側縁１２に沿って、前後方向Ｙへ延びる
複数条の脚周り弾性部材１４が表面シート２と裏面シート３との間にあって、これらシー
ト２，３の少なくとも一方に伸長状態で接合している。後胴周り域８の側縁１２のそれぞ
れからは、粘着剤１６を塗布されたファスニングテープ１７が側方へ延びている。表面シ
ート２は、おむつ着用者の肌と向かい合うおむつ内面１８を形成し、裏面シート３はおむ
つ着用者の着衣と向かい合うおむつ外面１９を形成しており、その内面１８には、互いに
平行して前後方向Ｙへ延びる一対の防漏カフ２１と、幅方向Ｘへ延びる障壁２２とが形成
されている。おむつ１において、表面シート２と芯材４と裏面シート３とが重なり合う部
分は体液吸収部４０である。
【００２０】
　防漏カフ２１は、不織布、より好ましくは不透液性不織布で形成されていて、幅方向Ｘ
へ延びる前端縁部２６と後端縁部２７、および前後方向Ｙへ延びる内側縁部２８と外側縁
部２９とを有する。前端縁部２６と後端縁部２７と外側縁部２９とは、接着または溶着に
より表面シート２に接合しているが、内側縁部２８は表面シート２に接合しておらず、ま
た不織布を折り返すことにより形成されたスリーブ３２の内側に前後方向Ｙに伸長された
弾性部材３１を有することによって、前後方向Ｙに伸長収縮可能であるとともに、表面シ
ート２と協働して中心線Ｃ－Ｃに向かって開口するポケット３０を形成している（図３参
照）。



(5) JP 4511250 B2 2010.7.28

10

20

30

40

50

【００２１】
　障壁２２は、一対の防漏カフ２１と２１との間に位置しており、前部障壁２２ａと後部
障壁２２ｂとを有し、それぞれの障壁２２ａ，２２ｂが複数の不織布製短冊片４１，４２
によって形成されている。短冊片４１，４２のそれぞれは、固定端部４１ａ，４２ａと自
由端部４１ｂ，４２ｂとを有し、固定端部４１ａ，４２ａが幅方向Ｘへ延びる溶着線４３
において表面シート２に直接的または間接的に溶着し、固定され、自由端部４１ｂ，４２
ｂが変形自由な状態にある。ここで固定端部４１ａ，４２ａが表面シート２に間欠的に固
定されるとは、互いに重なり合う固定端部４１ａどうし、４２ａどうし、または固定端部
４１ａと４２ａどうしが重なり合う相手方の固定端部を介して表面シート２に固定されて
いることを意味している。
【００２２】
　図２は、障壁２２の部分拡大図である。前部障壁２２ａと後部障壁２２ｂそれぞれの短
冊片４１，４２は、幅方向Ｘへ延びる幅Ａ，ａと前後方向Ｙへ延びる長さＢ，ｂとを有し
、幅方向Ｘにおいて短冊片４１どうしが横並びとなり、短冊片４２どうしもまた横並びに
なって前後方向Ｙに寸法Ｄを有する溶着線４３において表面シート２に接合している。好
ましい短冊片４１，４２の幅Ａ，ａは３～１５ｍｍ、長さＢ，ｂは５～７０ｍｍの範囲に
あり、溶着線４３の寸法Ｄは、１～５ｍｍの範囲にある。図示例においては、前部障壁２
２ａの短冊片４１の幅Ａが後部障壁２２ｂの短冊片４２の幅ａと同じあり、短冊片４１の
長さＢが短冊片４２の長さｂよりも短く作られている。溶着線４３は、股部被覆域６にお
いておむつ１の前後方向Ｙの寸法を二等分する中心線Ｍ－Ｍよりも前胴周り域８寄りに位
置している（図１参照）。
【００２３】
　図３は、図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線切断面を示す図である。防漏カフ２１の固定端部２９
は、表面シート２が芯材４の側縁６１ａから外側へ延びる部分に溶着または接着により接
合している。自由端部２８は、固定端部２９から芯材４の側縁６１ａを越えて体液吸収部
４０の上方にまで延びており、おむつ１が前後方向Ｙへ湾曲した状態では、弾性部材３１
が収縮して、仮想線で示されるように表面シート２の上方に向かって起立した状態になり
、表面シート２と協働して形成しているポケット３０を中心線Ｃ－Ｃ（図１参照）に向か
って開口させる。
【００２４】
　図４は、図１のＩＶ－ＩＶ線切断面を示す図であって、ＩＶ－ＩＶ線は中心線Ｃ－Ｃに
一致している。障壁２２を形成している前部障壁２２ａおよび後部障壁２２ｂのそれぞれ
は短冊片４１，４２それぞれの集合体であって、短冊片４１どうし、短冊片４１どうしが
短冊片の厚さ方向において重なり合っている。溶着線４３では、重なり合う短冊片の固定
端部４１ａどうし、固定端部４２ａどうしが溶着しており、また固定端部４１ａと固体端
部４２ａとが重なり合って溶着することもある。短冊片４１どうし、短冊片４２どうしは
、固定端部４１ａ，４２ａから自由端部４１ｂ，４２ｂへ向かうにしたがって徐々に大き
く離間することによって、前部障壁２２ａと後部障壁２２ｂとのそれぞれは全体として房
状を呈している。かように形成されている前部障壁２２ａは、尿等の排泄物が表面シート
２の上を前胴周り被覆域７から股部被覆域６へ向かって流れるときの、その排泄物の流れ
Ｐを止めることができる。また、その排泄物が複数の短冊片４１の間に進入したり、図４
において短冊片４１の下方に位置する芯材４に吸収されたりすることによって、短冊片４
１は、排泄物がおむつ着用者の肌に直接的に接触してその肌を汚したり、肌に湿潤感を与
えたりすることを防止できる。後部障壁２２ｂは、軟便等の排泄物が表面シート２の上を
後胴周り被覆域８から股部被覆域６へ向かって流れるときの、その排泄物の流れＱを止め
ることができる。また、その排泄物が複数の短冊片４２の間に進入することによって、そ
の排泄物によっておむつ着用者の肌を汚すということを防止できる。したがってまた、障
壁２２を有するおむつ１では、流れＰを有する尿等の排泄物と流れＱを有する軟便等の排
泄物とが股部被覆域６において混合されておむつ着用者の肌を著しく汚すということもな
い。
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【００２５】
　かような作用効果を有する障壁２２はまた、おむつ１が着用されて、例えばおむつ１の
厚さ方向である矢印Ｒ方向から体圧が作用すると、房状を呈する前部障壁２２ａと後部障
壁２２ｂとは変形して、好ましく弾性的に変形してそれらの高さＨ，ｈが低くなる。前部
障壁２２ａと後部障壁２２ｂとが弾性的に変形するものであるときには、これらの障壁２
２ａ，２２ｂが体圧から解放されると、高さＨ，ｈがほぼ元の値にまで復元することも可
能になる。換言すると、そのように弾性変形可能な前部障壁２２ａや後部障壁２２ｂは、
おむつ１の着用当初において圧縮された状態で股部に接触していると、おむつ１の股部被
覆域６がその股部から離間したときには、各障壁２２ａ，２２ｂの短冊片４１，４２の自
由端部４１ｂ，４２ｂが圧縮前の状態にまで復元して股部に接触し続けることが可能で、
股部において肌との間に隙間を作ることがない。それゆえ、このおむつ１における内面１
８の上の排泄物は、短冊片４１，４２と肌との間の隙間を通ることによって、実質的には
前部障壁２２ａや後部障壁２２ｂを越えて流れる、ということがない。障壁２２ではさら
にまた、前部障壁２２ａや後部障壁２２ｂでは、短冊片４１，４２が個々に変形可能であ
り、しかも横並びになった短冊片４１どうしや短冊片４２どうしは互いの変形を拘束する
ことが少ないから、これらの短冊片４１，４２からなる障壁２２ａ，２２ｂは、おむつ着
用者の股部における隆起した部分にもくぼんだ部分にもよく密着する。
【００２６】
　このように弾性変形可能な前部障壁２２ａと後部障壁２２ｂとを形成する短冊片４１，
４２は、熱可塑性合成繊維からなり１０～１００ｇ／ｍ２の坪量と、０．０５～０．１ｇ
／ｃｍ３の密度とを有するバルキーな不織布によって作ることが好ましい。不織布の密度
は、３ｇ／ｃｍ２の荷重を加えたときの厚さと、１ｃｍ２当りの重量とに基づいて得られ
る値である。不織布を作るための熱可塑性合成繊維には捲縮した複合繊維を一例とする捲
縮した繊維を使用して、短冊片４１，４２を弾性変形容易なものにすることが好ましい。
また、短冊片４１，４２が、後記図８に示されているようにその長さ方向において起伏を
繰り返すひだ６６を有するものである場合にも、前部障壁２２ａと後部障壁２２ｂとは弾
性変形容易なものになる。短冊片４１，４２は、親水性の不織布によって作ることもでき
れば、疎水性不織布によって作ることもできるのであるが、不織布が親水性のものである
場合には、尿や軟便等の排泄物で汚れた肌を短冊片４１，４２がこすると、その排泄物が
短冊片４１，４２によってかき取られるように短冊片４１，４２へ移行して、肌がきれい
になるという効果が得られる。図１において中心線Ｍ－Ｍよりも前胴周り被覆域７寄りに
溶着線４３が形成されている障壁２２は、その溶着線４３の位置を中心線Ｍ－Ｍよりも後
胴周り被覆域８寄りに変えることも可能である。また、溶着線４３の位置が中心線Ｍ－Ｍ
に一致するおむつ１は、それが梱包される時に中心線Ｍ－Ｍに沿って折り畳まれていて、
着用される時に前後方向Ｙへ伸ばされると、短冊片４１，４２が表面シート２の上方へ高
く立ち上がり易く、高さＨ，ｈの高い前部障壁２２ａと後部障壁２２ｂとを得ることがで
きる。
【００２７】
　図１～４に例示の障壁２２は、前部障壁２２ａと後部障壁２２ｂとからなるものであっ
たが、この発明は、これら両障壁２２ａ，２２ｂのいずれかのみからなる障壁２２を有す
るおむつ１で実施することも可能である。また、この発明は、図示例のおむつ１とは異な
り、防漏カフ２１を持たないおむつで実施することも可能である。図示例のおむつ１にお
いて、表面シート２には不織布や透液性開孔を有する熱可塑性合成樹脂フィルム等を使用
することができる。裏面シート３には熱可塑性合成樹脂フィルム、熱可塑性合成樹脂フィ
ルムと不織布とのラミネートシート等を使用することができる。芯材４には、粉砕パルプ
や粉砕パルプと高吸水性ポリマー粒子との混合物等の体液吸収性材料からなるブロック、
またはこのブロックをティッシュペーパ等の液拡散性と透液性とに優れたシートで被覆し
たものを使用することができる。
【００２８】
　図５，６は、この発明の実施態様の一例を示す図１と同様な図と、その図のＶＩ－ＶＩ
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線切断面を示す図である。図５，６のおむつ１では、障壁２２が後胴周り被覆域８に形成
されており、溶着線４３は、後胴周り域８の端縁１１と芯材４の端縁６１ｂとの間に形成
されていて、横方向Ｘへ延びている。障壁２２のうちの前部障壁２２ａでは短冊片４１が
溶着線４３から芯材４の端縁６１ｂを越えて中心線Ｍ－Ｍに向かって延びている。障壁２
２のうちの後部障壁２２ｂでは、短冊片４２が溶着線４３から後胴周り域８の端縁１１に
向かって延びている。芯材４と芯材４をサンドウィッチしている表面シート２と裏面シー
ト３で形成される体液吸収部４０には、股部被覆域６と後胴周り被覆域７とにわたって、
ほぼ逆三角形を呈する便溜め用凹部６２が形成されている。凹部６２では、おむつ１の内
面１８がくぼむように、芯材４が凹部６２の外側に位置する芯材４よりも薄く作られてい
る。前部障壁２２ａの短冊片４１は、凹部６２の一部分を覆うことによって凹部６２と協
働して中心線Ｍ－Ｍに向かって開口するポケット６３を形成している。かようなおむつ１
では、軟便がおむつ着用者の背中側へ流れると、凹部６２に流入した後にポケット６３に
流入するので、後胴周り域８の端縁１１からの軟便の漏れを防止できる。凹部６２を含む
かようなポケット６３は、図６の上方から前部障壁２２ａに体圧が作用しても開口を容易
に閉じることがないから、端縁１１に向かう軟便の流れを確実に止めることができる。図
６に示されているように房状を呈する前部障壁２２ａと後部障壁２２ｂとの間に沈んでい
る溶着線４３は、おむつ１が着用されたときに着用者の肌に触れることがない。後部障壁
２２ｂはこのように作用するものであるが、おむつ１において溶着線４３が肌に触れるこ
とを厭わなければ、後部障壁２２ｂを省いてこの発明を実施することも可能である。また
、おむつ１において凹部６２は不可欠なものではないから、図のおむつ１を凹部６２のな
いものに代えてこの発明を実施することも可能である。さらにはまた、図示例の障壁２２
を前胴周り被覆域７に設けてこの発明を実施することも可能である。
【００２９】
　図７もまたこの発明の実施態様の一例を示す図５と同様な図である。このおむつ１にお
ける障壁２２は、溶着線４３からおむつ１の前方へ向かって延びる前部障壁２２ａを有し
ているが、おむつ１の後方へ向かって延びる後部障壁２２ｂを有しておらず、また、溶着
線４３が芯材４の直上に位置する表面シート２に対して形成されている。短冊片４１は、
図５における前部障壁２２ａの短冊片４１とほぼ同じ形状に作られていて、凹部６２の一
部分を覆っている。
【００３０】
　図８は、図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線断面図によって図７で使用される短冊片４１の側
面形状の一例を示している。短冊片４１のそれぞれは、不織布からなるものであるが、長
さ方向において起伏を繰り返す多数のひだ６６を有する。かかる短冊片４１は、それを形
成する不織布が非弾性的なものであっても、ひだ６６の存在によって弾性変形可能なもの
になると同時に、複数の短冊片４１が集合したときには房状の障壁２２を形成することが
容易である。かかるひだ６６を有する短冊片４１は、図１のおむつで使用することも可能
である。
【００３１】
　この発明は、図示例の他に、股部被覆域６と前胴周り被覆域７と後胴周り被覆域８とに
障壁２２を有するおむつで実施することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　この発明によれば、体液の前後方向への流れを止めることが可能であって、しかも肌に
よく密着する障壁を持ったおむつの生産が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】おむつの部分破断平面図。
【図２】図２の部分拡大図。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線切断面を示す図。
【図４】図１のＩＶ－ＩＶ線切断面を示す図。
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【図５】実施態様の一例を示す図１と同様な図。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線切断面を示す図。
【図７】実施態様の一例を示す図５と同様な図。
【図８】短冊片の一例を示す図。
【符号の説明】
【００３４】
　１　　おむつ
　２　　透液性シート
　４　　体液吸収性材料
　６　　股部被覆域
　７　　前胴周り被覆域
　８　　後胴周り被覆域
　２２　　障壁
　２２ａ　　第１障壁（前部障壁）
　２２ｂ　　第２障壁（後部障壁）
　４０　　体液吸収部
　４１　　短冊片
　４１ａ　　端部（固定端部）
　４１ｂ　　端部（自由端部）
　４２　　短冊片
　４２ａ　　端部（固定端部）
　４２ｂ　　端部（自由端部）
　６６　　ひだ
　Ａ　　幅
　Ｂ　　長さ
　Ｍ－Ｍ　　中心線
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